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一 

明
治
二
五
年
「
小
山
捨
松
日
誌
」 

  

小
山
家
六
代
捨
松
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
の
日

記
（
三
六
）
が
現
存
し
て
お
り
、
詳
細
な
行
動
が
判
明
す
る
。
こ
の
日

記
は
、
一
一
〇
丁
の
横
帳
で
、
表
紙
は
な
く
文
頭
に
「
明
治
廿
五
年
分

日
誌
」
と
あ
る
。
各
月
日
の
後
、
箇
条
書
き
で
行
動
や
「
出
状
・
来
状
」

と
手
紙
の
差
出
・
授
受
が
記
さ
れ
る
。
末
尾
は
明
治
二
七
年
一
一
～
一

二
月
分
、
明
治
二
八
年
一
月
分
日
記
の
一
部
、
金
銭
書
上
な
ど
が
記
さ

れ
る
。 

解
題
で
み
た
と
お
り
、
こ
の
時
期
捨
松
は
養
蚕
に
従
事
し
、
明
治
二

五
年
八
月
に
は
三
八
歳
で
京
都
府
の
巡
査
と
な
っ
て
い
る
。
日
記
を
解

読
す
る
と
、
捨
松
は
、
年
の
前
半
、
綴
喜
郡
童
仙
房
村
に
居
住
し
、
二

月
に
行
わ
れ
た
第
二
回
衆
議
院
議
員
選
挙
、
府
会
議
員
選
挙
運
動
に
参

加
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
伏
見
に
転
居
し
、
後
半
は
、
六
月
京
都
府
警

察
巡
査
試
験
を
受
け
採
用
さ
れ
、
二
ヶ
月
の
教
習
を
受
け
、
一
〇
月
伏

見
警
察
署
に
配
属
さ
れ
る
。
京
都
府
の
巡
査
は
、
明
治
一
九
年
か
ら
試

験
採
用
と
な
り
、
教
習
に
関
し
て
は
明
治
一
五
年
講
習
所
が
設
置
さ
れ
、

明
治
一
九
年
に
教
習
所
と
な
っ
て
本
格
化
す
る
（
一
）

。
本
稿
で
は
、
京

都
府
警
察
の
志
願
や
巡
査
試
験
・
そ
の
後
の
教
習
に
つ
い
て
詳
細
に
記

さ
れ
た
捨
松
の
日
記
か
ら
当
時
の
巡
査
の
実
態
に
つ
い
て
み
て
い
き

た
い
。 

 

二 

京
都
府
巡
査
試
験 

 
 

 

六
月
二
五
日
、
午
前
八
時
五
条
警
察
署
へ
出
願
、
巡
査
志
願
手
続
き

を
聞
く
。
午
後
三
時
に
は
、
楳
木
町
新
町
東
入
の
警
部
吉
岡
久
七
郎
方

へ
行
き
、
巡
査
志
願
手
続
に
つ
い
て
聞
き
、
警
務
要
領
を
借
り
受
け
て

い
る
。
二
六
日
に
は
吉
岡
氏
へ
志
願
書
を
送
り
、
二
八
日
午
前
九
時
伏

見
警
察
署
の
片
岡
孝
吉
よ
り
、
即
刻
本
府
警
察
署
へ
巡
査
志
願
の
た
め

出
府
指
示
通
知
を
受
け
た
。
京
都
府
警
察
部
発
行
の
明
治
三
〇
年
『
現

行
類
聚
京
都
府
警
察
便
覧
』
に
は
、
当
時
の
志
願
の
手
続
が
判
明
す
る

（
二
）

。
「
巡
査
志
願
手
続
」
に
よ
る
と
、
試
験
は
毎
月
一
〇
日
・
二
〇

日
の
二
回
、
捨
松
の
よ
う
に
市
部
の
警
察
署
へ
出
願
し
た
場
合
に
は
、

試
験
の
三
日
前
ま
で
に
出
願
す
る
よ
う
に
決
ま
っ
て
い
た
。
志
願
書
に

は
、
住
所
・
氏
名
、
生
年
や
履
歴
を
記
す
。 

同
日
一
一
時
に
は
本
府
警
察
本
部
へ
行
き
、
午
後
一
時
か
ら
京
都
府

療
病
院
に
て
体
格
検
査
が
あ
っ
た
。
検
査
は
ま
ず
胸
部
、
内
科
、
つ
ぎ

に
外
科
、
眼
科
で
あ
っ
た
。
応
募
者
六
〇
人
の
内
、
及
第
は
二
五
人
と

半
分
以
下
と
な
っ
た
。 

 

二
九
日
午
前
八
時
警
察
本
部
で
応
接
検
査
、
身
元
履
歴
書
検
査
が
あ

り
、
五
人
落
第
、
二
〇
人
と
な
る
。
午
後
は
教
習
所
に
お
い
て
、
作
文
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問
題
が
あ
り
、
①
「
殉
難
ノ
士
ヲ
弔
ス
ル
文
」
を
論
文
体
で
字
数
三
百

字
以
上
、
②
「
私
用
文
、
巡
査
採
用
セ
ラ
レ
ザ
ル
人
ヲ
慰
メ
ル
文
」
字

数
二
百
字
以
上
の
二
問
で
あ
っ
た
。
後
半
の
問
題
は
、
ま
さ
し
く
落
第

し
た
応
募
者
に
対
す
る
内
容
と
い
え
る
。 

 

三
〇
日
午
前
本
部
へ
出
頭
し
、
落
第
者
九
人
が
掲
示
さ
れ
、
残
り
一

一
人
と
な
る
。
午
前
一
一
時
よ
り
習
字
、
行
書
楷
書
で
字
数
三
〇
字
、

地
理
と
算
術
が
各
三
問
、
午
後
一
時
か
ら
歴
史
の
書
き
取
り
と
法
律
各

三
問
が
出
題
さ
れ
た
。
午
後
三
時
に
は
全
員
の
合
格
が
発
表
さ
れ
、
教

官
部
か
ら
、
一
週
間
以
内
に
身
元
引
受
証
を
提
出
す
る
こ
と
、
八
月
上

旬
か
ら
教
習
所
へ
入
場
す
る
こ
と
が
達
せ
ら
れ
た
。
捨
松
は
直
後
に
吉

岡
の
所
へ
行
き
、
及
第
し
た
こ
と
を
話
、
借
用
し
た
袴
を
返
却
し
、
身

元
引
受
人
を
依
頼
し
承
諾
し
て
も
ら
っ
た
。
七
月
九
・
一
〇
日
に
は
身

元
調
に
巡
査
が
訪
問
し
た
。 

試
験
に
つ
い
て
も
、
『
現
行
類
聚
京
都
府
警
察
便
覧
』
の
「
巡
査
採

用
試
験
手
続
」
に
詳
し
く
記
さ
れ
る
（
三
）

。
当
時
の
試
験
科
目
は
、
法

律
・
歴
史
・
地
理
・
算
術
と
同
じ
だ
が
、
作
文
は
仮
名
交
じ
り
論
文
と

普
通
往
復
文
と
あ
り
、
出
題
数
は
そ
れ
ぞ
れ
二
題
と
相
違
し
て
い
る
。

各
科
目
の
内
容
は
、
法
律
が
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
・
警
察
法
規
と
あ
り
、

歴
史
と
地
理
は
、
日
本
の
歴
史
や
地
理
の
大
略
、
算
術
は
加
減
乗
除
で

あ
る
。
そ
の
他
、
試
験
中
の
質
問
禁
止
や
、
点
数
も
平
均
六
〇
点
以
上
、

一
科
目
で
も
五
〇
点
未
満
だ
と
不
合
格
で
あ
っ
た
。
「
巡
査
試
験
表
」

の
様
式
も
あ
り
、
本
籍
・
身
分
・
職
業
・
住
所
か
ら
、
保
証
人
や
親
族

の
情
報
、
体
格
に
つ
い
て
も
視
力
・
聴
力
・
握
力
・
言
語
・
精
神
機
能

ま
で
項
目
が
あ
る
。
身
元
取
調
に
つ
い
て
も
、
管
轄
警
察
署
が
実
施
す

る
と
い
う
規
定
が
あ
る
。 

 

三 

試
験
及
第
か
ら
巡
査
教
習
所
へ 

 

そ
の
後
、
二
〇
日
に
童
仙
房
へ
行
き
、
帰
り
の
木
津
で
暴
風
雨
に
あ

い
木
津
川
が
出
水
し
一
丈
五
尺
増
え
、
木
津
橋
が
通
行
止
め
に
な
っ
た
。

二
五
日
に
は
京
都
へ
行
き
、
一
緒
に
合
格
し
た
三
田
村
の
所
へ
立
ち
寄

り
、
同
期
の
内
三
人
が
落
第
し
、
一
六
日
の
別
の
試
験
で
一
六
人
が
及

第
し
た
と
聞
く
。 

八
月
七
日
警
察
本
部
よ
り
二
二
日
の
御
用
召
状
が
届
く
。
こ
れ
は
葉

書
で
あ
り
、
「
伏
見
町
字
両
替
町
一
丁
目
塩
山
庄
之
助
方
」
と
あ
り
、

当
時
の
下
宿
先
が
わ
か
る
（
三
一-

七
）
。
葉
書
に
は
礼
服
着
用
と
あ

る
。
一
八
日
に
は
吉
岡
氏
の
所
へ
行
き
、
教
習
中
の
借
家
の
斡
旋
を
依

頼
し
た
と
思
わ
れ
る
。
二
二
日
本
部
へ
出
頭
し
、
四
回
志
願
者
二
五
〇

余
名
の
内
、
こ
の
日
御
用
召
と
な
っ
た
の
は
二
三
名
で
、
巡
査
に
任
命

さ
れ
月
俸
五
円
を
受
け
た
。
こ
の
時
の
任
命
書
（
三
一-

八
）
、
巡
査

教
習
所
受
業
生
指
示
書
（
三
一-

九
）
が
現
存
す
る
。 

『
明
治
二
十
七
年
京
都
府
警
察
統
計
表
』
に
よ
る
と
、
明
治
二
五
年

の
巡
査
採
用
試
験
の
志
願
者
は
九
〇
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
合
格
は

二
四
九
人
、
採
用
は
一
九
二
人
、
不
合
格
六
五
三
人
、
内
学
術
試
験
二

六
七
人
、
身
体
検
査
二
五
八
人
、
そ
の
他
一
二
八
人
と
な
っ
て
い
る
。

合
格
率
二
八
％
、
採
用
率
二
一
％
と
狭
き
門
で
あ
っ
た
（
四
）
。
採
用
率
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は
、
統
計
の
あ
る
明
治
一
八
年
三
一
％
、
一
九
年
四
六
％
、
二
〇
年
四

八
％
、
二
一
年
四
四
％
、
二
二
年
三
六
％
、
二
三
年
三
二
％
と
三
割
以

上
で
あ
っ
た
が
、
捨
松
が
受
験
す
る
前
年
の
二
四
年
に
一
七
％
と
な
り

減
少
し
た
。 

二
三
日
巡
査
教
習
所
へ
入
所
し
、
堀
川
通
丸
太
町
下
ル
丁
へ
寄
宿
し
、

毎
日
通
う
こ
と
と
な
っ
た
（
五
）

。
教
習
所
で
は
、
阪
田
洋
教
師
、
伊
庭

助
教
、
西
垣
雇
の
三
人
か
ら
教
授
を
受
け
た
。
こ
の
後
日
記
の
記
述
が

途
絶
え
、
九
月
二
〇
日
の
学
期
試
験
、
一
〇
月
二
〇
・
二
一
日
の
卒
業

試
験
の
及
第
が
記
さ
れ
る
。
日
記
を
記
す
時
間
が
無
か
っ
た
の
か
、
記

せ
な
い
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。 

京
都
府
警
察
部
発
行
の
明
治
三
〇
年
『
現
行
類
聚
京
都
府
警
察
便
覧
』

に
よ
る
と
、
教
習
所
の
授
業
内
容
が
判
明
す
る
（
六
）

。
「
巡
査
教
習
所

規
則
」
第
七
条
に
よ
る
と
、
教
習
科
目
は
正
科
と
副
科
に
わ
か
れ
て
い

た
。
正
科
は
「
警
察
ノ
大
意
及
巡
査
職
務
ニ
関
ス
ル
心
得
」
と
「
警
察

ニ
必
要
ナ
ル
法
律
規
則
」
、
副
科
は
、
撃
剣
・
操
練
・
施
縄
術
の
三
つ

で
あ
っ
た
。
他
条
に
は
、
教
習
期
限
は
二
ヶ
月
、
授
業
時
間
は
七
時
間
、

休
暇
は
一
般
官
衙
に
準
じ
る
と
あ
る
。
第
一
一
条
に
は
試
験
に
つ
い
て

記
さ
れ
、
半
学
期
の
試
業
試
験
、
学
期
終
わ
り
の
卒
業
試
験
が
あ
り
、

九
月
の
試
験
は
試
業
試
験
だ
と
思
わ
れ
る
。
試
験
の
成
績
は
、
一
題
一

〇
点
満
点
で
、
平
均
六
点
以
上
、
三
点
未
満
の
も
の
が
あ
れ
ば
落
第
で

あ
っ
た
。
落
第
す
る
と
巡
査
職
を
免
ぜ
ら
れ
た
。
「
受
業
生
心
得
」
を

み
る
と
、
教
室
で
の
私
語
・
談
笑
・
煙
草
の
禁
止
、
席
次
は
成
績
順
、

五
分
前
に
は
着
席
、
授
業
は
き
ち
ん
と
筆
記
し
、
質
問
・
応
答
は
起
立

す
る
な
ど
か
な
り
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
授
業
の
こ
と
は
他
に
漏

洩
し
な
い
よ
う
に
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
記
に
記
さ
な
か
っ
た
可
能
性

が
高
い
。 

一
〇
月
二
二
日
、
教
師
三
名
・
生
徒
二
三
人
は
、
桂
御
所
を
拝
観
し

松
尾
・
嵐
山
へ
教
歩
を
行
っ
た
。
夕
方
か
ら
宴
会
が
あ
り
、
卒
業
の
祝

賀
会
的
内
容
で
あ
っ
た
。
二
三
日
生
徒
全
員
で
警
察
本
部
へ
出
張
し
、

池
上
勝
太
郎
所
長
の
立
会
で
、
三
級
俸
と
な
り
各
人
の
任
所
の
辞
令
を

受
け
た
。
日
記
に
は
同
期
の
任
所
、
中
立
売
か
ら
宮
津
警
察
署
ま
で
一

三
警
察
署
を
記
す
。
立
冬
に
任
所
へ
行
く
よ
う
指
示
さ
れ
た
。
捨
松
は

伏
見
警
察
署
配
属
と
な
っ
た
が
、
伏
見
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
考
慮

さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
時
の
卒
業
証
書
（
三
一-

一
〇
）
、

俸
給
書
（
三
一-

一
一
）
、
伏
見
詰
任
命
書
（
三
一-

一
二
）
が
現
存
す

る
。 明

治
二
二
年
『
京
都
府
職
員
録
』
に
よ
る
と
、
巡
査
教
習
所
は
所
長

と
教
官
、
い
ず
れ
も
警
部
で
あ
る
（
七
）

。
阪
田
洋
は
保
安
課
警
部
補
、

池
上
勝
太
郎
は
下
京
警
察
署
長
と
な
っ
て
い
る
。
あ
る
程
度
短
期
間
で

職
務
を
移
動
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

四 

伏
見
警
察
署
勤
務 

 
一
〇
月
二
四
日
捨
松
は
伏
見
警
察
署
へ
行
き
被
服
を
受
け
取
り
、
齊

藤
署
長
か
ら
予
備
員
に
任
命
さ
れ
る
。
予
備
員
は
五
名
お
り
、
隔
日
勤

務
で
囚
人
伝
逓
や
取
扱
が
任
務
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
伏
見
警
察
署
の
組
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織
と
人
名
が
記
さ
れ
る
。
署
長
を
は
じ
め
、
巡
査
部
長
、
内
勤
巡
査
、

内
勤
主
計
、
予
備
巡
査
（
捨
松
）
、
直
轄
外
勤
巡
査
、
特
務
巡
査
が
署

内
で
、
そ
の
他
京
町
か
ら
竹
田
ま
で
の
一
四
の
派
出
所
・
駐
在
所
が
列

記
さ
れ
る
。
伏
見
警
察
署
は
『
明
治
二
十
七
年
京
都
府
警
察
統
計
表
』

に
よ
る
と
、
京
都
市
内
の
六
警
察
署
以
外
の
郡
部
で
は
最
大
の
人
口
四

三
二
二
八
人
を
管
轄
と
し
、
巡
査
定
員
四
〇
人
と
最
大
規
模
で
あ
っ
た
。 

 

一
一
月
四
日
に
は
板
橋
派
出
所
詰
と
な
り
、
三
人
の
巡
査
が
甲
乙
丙

部
と
受
持
区
を
決
め
、
捨
松
は
乙
部
両
替
町
・
銀
座
・
新
町
・
石
屋
町

の
一
五
町
担
当
と
な
っ
た
。
板
橋
派
出
所
は
、
『
明
治
二
十
七
年
京
都

府
警
察
統
計
表
』
に
よ
る
と
、
伏
見
警
察
署
の
三
つ
の
派
出
所
の
一
つ

で
、
九
二
九
戸
、
五
一
八
五
人
を
三
人
の
巡
査
で
担
当
し
て
い
た
（
八
）
。 

派
出
所
勤
務
は
二
泊
一
日
勤
め
た
後
、
二
日
一
泊
休
み
で
あ
っ
た
。

捨
松
は
例
え
ば
と
し
て
勤
務
の
詳
細
を
記
す
。
四
日
午
前
八
時
に
出
署

し
点
検
を
受
け
、
九
時
に
派
出
所
へ
、
甲
部
担
当
の
巡
査
と
交
代
し
、

一
一
時
と
午
後
三
時
に
受
持
区
を
二
時
間
ず
つ
巡
回
し
、
そ
の
他
は
所

内
執
務
で
あ
っ
た
。
午
後
九
時
に
丙
部
担
当
巡
査
が
出
勤
し
、
二
時
間

ず
つ
交
代
、
五
日
午
前
九
時
に
巡
回
し
た
後
、
甲
部
巡
査
が
来
て
退
所

と
あ
る
。 

 

そ
の
後
の
記
述
は
な
く
、
一
二
月
一
一
日
実
母
の
死
去
で
明
治
二
五

年
日
記
は
終
わ
っ
て
い
る
。
文
書
を
み
て
い
く
と
、
明
治
二
六
年
井
手

分
署
、
二
七
年
四
月
木
津
警
察
署
、
二
八
年
三
月
稲
田
村
駐
在
所
、
二

九
年
一
一
月
当
尾
駐
在
所
、
三
〇
年
三
月
笠
置
警
察
分
署
、
六
月
京
都

市
内
に
戻
り
、
塩
小
路
警
察
分
署
、
六
月
夷
ノ
町
巡
査
派
出
所
、
八
月

富
田
町
巡
査
派
出
所
、
三
三
年
四
月
楊
梅
巡
査
派
出
所
と
移
り
、
一
二

月
に
退
職
し
て
い
る
（
三
一
）
。 

                      

「小山捨松日誌」10月23日伏見警察署勤務
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註 

 
（
一
）
京
都
府
警
察
史
編
集
委
員
会
編
『
京
都
府
警
察
史
』
二
、
一
九
七
五
年
、
京

都
府
警
察
本
部
、
六
一
五
、
六
一
九
～
六
二
二
頁
。 

（
二
）
『
現
行
類
聚
京
都
府
警
察
便
覧
』
一
八
九
七
年
、
京
都
府
警
察
部
、
国
立
国

会
図
書
館
所
蔵CZ-1351-69-01

、
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
九
二

～
九
六
頁
。 

（
三
）
『
現
行
類
聚
京
都
府
警
察
便
覧
』
九
六
～
一
〇
〇
頁
。 

（
四
）
『
明
治
二
十
七
年
京
都
府
警
察
統
計
表
』
一
八
九
六
年
、
京
都
府
警
察
部
、

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵CZ-1351-69-01

、
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、

四
三
頁
。 

（
五
）
『
京
都
府
警
察
史
』
二
、
六
二
一
頁
に
よ
る
と
、
寄
宿
舎
の
整
備
が
間
に
合

わ
ず
下
立
売
堀
川
付
近
に
分
宿
し
て
い
た
と
記
さ
れ
る
。 

（
六
）
『
現
行
類
聚
京
都
府
警
察
便
覧
』
八
六
～
九
一
頁
。 

（
七
）
村
上
勘
兵
衛
編
『
京
都
府
職
員
録
』
一
八
八
九
年
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵

14.1-54

、
近
代
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
一
～
二
三
、
三
二
頁
。 

（
八
）
『
明
治
二
十
七
年
京
都
府
警
察
統
計
表
』
一
九
頁
。 

      

（
二
）
薪
の
小
山
捨
松
家
と
近
代
京
田
辺
市
の
養
蚕 

竹
中 

友
里
代 

  

資
料
群
三
薪
村
小
山
家
文
書
の
中
に
は
、
小
山
捨
松
に
関
す
る
資
料

が
あ
り
、
そ
の
中
で
近
代
の
田
辺
地
域
の
産
業
と
し
て
、
一
時
期
に
盛

ん
で
あ
っ
た
養
蚕
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。 

 

薪
村
小
山
家
文
書
三
五-

一
は
、
罫
紙
お
よ
そ
五
〇
枚
を
綴
り
、
文

書
そ
の
も
の
に
表
題
は
な
い
が
、
内
容
に
よ
り
「
小
山
捨
松
親
族
友
人

知
人
等
住
所
録
」
と
文
書
名
が
付
さ
れ
て
い
る
。
罫
紙
に
横
線
を
引
い

て
、
職
業
・
住
所
・
氏
名
・
交
友
関
係
を
各
段
に
、
様
式
化
さ
れ
て
い

る
。
墨
消
し
・
合
点
・
訂
正
が
随
所
に
み
ら
れ
、
小
山
氏
自
身
が
住
所

録
を
整
理
す
る
途
中
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
た
め
判

読
で
き
な
い
箇
所
が
か
な
り
あ
る
。
は
じ
め
に
こ
の
住
所
録
を
取
り
上

げ
、
小
山
捨
松
の
交
友
関
係
を
み
よ
う
。 

本
資
料
の
作
成
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
最
終
頁
に
「
駐
在
所
事
故
報

告
書
」
の
用
紙
を
再
利
用
し
て
綴
り
、
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
五

月
の
日
付
が
あ
る
。
小
山
氏
は
、
明
治
二
五
年
八
月
京
都
府
警
巡
査
に

採
用
さ
れ
た
後
、
明
治
三
十
年
三
月
に
は
、
南
山
城
の
笠
置
分
署
に
配

属
さ
れ
、
同
年
六
月
に
は
京
都
市
内
に
転
任
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
本
資
料
の
作
成
時
期
が
類
推
で
き
よ
う
。 

こ
こ
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
人
名
は
、
お
よ
そ
五
〇
〇
名
で
あ
る
。
最

下
段
に
交
友
関
係
を
分
類
す
る
。
項
目
に
は
、
警
友
五
六
人
、
省
友
四

〇
人
、
親
族
二
二
人
、
郷
友
一
七
人
、
蚕
友
一
六
人
、
知
己
一
〇
人
、
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